
北朝鮮の飛翔体発射に対する抗議声明について

政府の発表によりますと、１１月２１日（火）、北朝鮮が衛星

と称した弾道ミサイルの可能性のあるものを発射し、日本上空

を通過して太平洋上に落下したと推定されるとのことであり

ます。

今回の飛翔体発射は、国際社会の平和と安定に対して著しく

脅威を与える極めて問題のある行為であり、町民の生命と安全

を守り、非核・平和都市宣言をしている自治体として、厳重に

抗議します。
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